
地域包括支援センター　　事業概要

9.生活支援体制整備事業

3.包括的・継続的ケアマ
ネジメント(介護支援専
門員支援）

相談や研修等を通して地域のケアマネジャーのサポート等行
う。

医療と介護の連携を推進するため、多職種研修会へ参加した
り、地域の医療機関をまわる等の活動を行う。

事業

4.ハイリスクアプローチ
事業

介護負担が大きいと思われる要介護３以上の要介護認定者で
高齢者のみの世帯について、世帯の生活状況や介護保険サー
ビス利用状況等情報収集し、必要な支援を行う。

6.介護予防ケアマネジメ
ント（総合事業）

事業内容

高齢者の健康や生活全般、介護に関する悩み、相談を幅広く
受け付ける。 要介護（要支援）認定の申請の方法や、介護
保険サービスの利用の手続き等の説明を行う。

高齢者の権利や財産、尊厳ある暮らしをまもるための相談・
情報提供等を行う。

要支援認定者のうち、福祉用具や訪問看護等のサービスを利
用する総合事業対象者以外の方のプラン作成等を行う。

住民主体でインフォーマルサービス等の整備を図り、社会参
加や生活をサポートできるような仕組みを構築する事業。
これを支援するため、「生活支援コーディネーター」を各地
域包括支援センターに配置。

1． 総合相談・支援業務

認知症に関して、「認知症地域支援推進員」を各地域包括支
援センターに配置し、その推進員の取組を含めたセンターの
取組。

2.虐待防止・権利擁護護
(高齢者地域自立支援
ネットワーク事業)

要支援認定者のうち、デイサービスやヘルパーのサービスの
み利用する総合事業対象者のプラン作成等を行う。

7．地域介護予防活動支
援事業

さくら体操支援に関する取組等行う。

8.認知症総合事業

5.介護予防支援
（予防給付）

地域の課題を抽出し、その課題の解決を検討していく会議の
開催等を行う。

11.地域ケア会議

10.医療と介護連携事業
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